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積算の試行 「見積活用方式」について 

 発注者の積算との乖離が大きく、入札の不調・不落が発生している工事において、予定価格の作成にあたり競争
参加者の見積もりを活用する方式 
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◆手続きの流れ 

＜見積もりの提出依頼＞ 
①標準積算と実勢価格に乖離が考え

られる工種 
②標準構成を提示し、歩掛記載内容

を統一して見積もり依頼。 
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◆概  要 

＜見積書採用の判断＞ 
・見積書の歩掛記載内容を統一することで、
徴収した見積書を比較。 

・見積書の平均的な歩掛を採用。 

＜見積採用の公表＞ 
・競争参加資格通知時に採用
見積もり歩掛を競争参加者宛
お知らせ。 
・標準積算採用の場合もその
旨お知らせ。 

◆適用 

 対象工事：標準積算と実際にかかる費用に乖離が考えられる工事 
 対象工種：直接工事費及び共通仮設費の積み上げ部分 

１０日以上（内容により適宜設定） 
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◆対象工事及び工種 

 平成26年1月より公告する「見積活用方式」の試行工事に適用する 
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積算の試行 「見積活用方式」について 

特記仕様書記載例（対象工事には、以下のような記載を致します。） 
  本工事は、直接工事費及び共通仮設費の一部について、見積もりの提出を求める「見積活用

方式」の試行工事である。 
  本工事は、直接工事費の「○○工」及び共通仮設費の「○○」に係わるものについて、見積書の

提出を求め、予定価格作成の為の参考とする工事である。 
  見積採用工種等の変更については、他の工種と同様の扱いとする。 
  また、本工事は、諸経費動向調査の対象工事である。調査にあたっては、別途、監督職員によ

り通知される調査要領等に基づき調査票の作成を行い、工事完了後20日以内に監督職員に提
出するものとする。 

 

標準積算 

予定価格の作成 

乖離 （実勢価格と標準積算） 
・個別の現場条件が反映しきれない。 
・実勢価格の変化が激しい。 

など・・・ 

乖離部分と想定される項目 
の見積りを求める。 

算 
反映 

・見積書の平均的なものを採用 積 算 
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積算の試行 「見積活用方式」について 

入札説明書記載例 
  本工事は、直接工事費及び共通仮設費の一部について、見積もりの提出を求める「見積活用

方式」の試行工事である。 
  本工事は、直接工事費の「○○工」及び共通仮設費の「○○」に係わるものについて、見積書の

提出を求め、予定価格作成の為の参考とする工事である。 
  見積書の提出にあたっては、公告資料にある見積依頼書に従い見積書を作成するものとする。

なお、見積書の作成費用は、申請者の負担とする。 
  見積採用にあたっては、歩掛を採用することとし、労務単価や物価資料掲載単価等については、

標準単価を採用する。また、採用歩掛については、競争参加資格の確認結果通知とともにお知
らせする。 

 

入札説明書記載例 【同時提出型】 
  本工事は、直接工事費及び共通仮設費の一部について、見積もりの提出を求める「見積活用

方式」の試行工事である。 
  本工事は、直接工事費の「○○工」及び共通仮設費の「○○」に係わるものについて、見積書の

提出を求め、予定価格作成の為の参考とする工事である。 
  見積書の提出にあたっては、公告資料にある見積依頼書に従い見積書を作成するものとする。

なお、見積書の作成費用は、申請者の負担とする。 
  見積採用にあたっては、歩掛を採用することとし、労務単価や物価資料掲載単価等について 

は、標準単価を採用する。また、採用歩掛については、当該工事の競争参加者へお知らせする。 
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積算の試行 「見積活用方式」について 

特記仕様書 入札説明書 

イメージ 
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積算の試行 「見積活用方式」について 

見積書の依頼  
 
○見積依頼は、公告資料に添付して行います。 
○見積もりの依頼にあたっては、依頼先が見積もりを求める工種等及び施工条

件が十分に理解して見積書の作成ができるように必要な図面（平面図、施工
断面図等）、参考資料（「工法名称」や「必要事項」）を添付し、見積書式を定め
て依頼します。 

○徴収する見積書は、労務費、材料費、機械経費等を含んだ構成で提出して頂
きます。 

  その単価の決定は下記の基準によるものとします。 
 
   労務費  ・・・ 公共工事設計労務単価 
   材料費  ・・・ 「土木工事標準積算基準書」の決定方法による。 
   機械経費 ・・・ 「建設機械等損料算定表」及び「建設機械等損料諸数値決

定の取扱いについて（国関整技管第89号平成19年10月1
日）」の決定方法による。 

 
○見積期間として、基本１０日以上（土日・祝日を含めず）を設けます。 
○なお、見積書の提出にあたって、その作成費用は、申請者負担とします。 
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積算の試行 「見積活用方式」について 

イメージ 
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・電子入札システムによる提出 
・電子メール及び郵送による提出 
がある。 
 依頼書を良く確認してください。 



積算の試行 「見積活用方式」について 
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積算の試行 「見積活用方式」について 

工事名　：　●●●●●●工事

公告日　：　平成●●年●月●●日

【注　記】

１． 本見積単価表は、見積依頼項目の標準案を示したものである。施工機種等の詳細については、適宜修正すること。

２． 本見積において、標準案以外の作業が必要な場合、『その他（○○○工）』項目として計上すること。

『その他（○○○工）』項目は、機労材構成が確認出来るよう、下位単価表を作成し、添付すること。

３． 見積の作成にあたっては、各見積項目の施工条件等を記載した別紙「見積条件明示書」を十分に確認の上、作成すること。

４． 摘要欄には、標準案の作業日当り標準作業量を記載している。見積を提出する際には、作成見積における作業日当り標準作業量を記載すること。

見　積　項　目　一　覧

種別 細別・規格 単価表・内訳書 単位 数量 金額 摘要

作業日当り標準作業量
○○○ｍ／日

クラック処理工 ｍ 600 見積単価表　第１号

橋梁補修工 クラック処理 ｍ 600

見積単価表　第　号

その他（○○○工） ○ ○○○ 見積単価表　第　号

その他（○○○工） ○ ○○○

工事名 ●●●●●●工事 工種区分

見積単価表　第１号 クラック処理工 １００ｍ　当たり単価表

備考

労務費 土木一般世話役 人

項目 名称 規格 単位 数量 金額

普通作業員 人

特殊作業員 人

第○○号　単価表

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 25t吊 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 日 第○○号　単価表

機械経費 ﾄﾗｯｸ運転 11t積 日

諸雑費 諸雑費（率＋まるめ） 4% 式

材料費 シール材 エポキシ ｋｇ

【注　記】

１． 本見積単価表は、見積依頼項目の標準案を示したものである。施工機種等の詳細については、適宜修正すること。

２． 諸雑費は、○○に関する経費、材料（○○○）及び機械器具費（○○）であり、労務費の合計額に上記の率を乗じた金額を上限として計上する。

イメージ 

■標準歩掛の構成を提示するが、必要に応じて構成を変更・追
加、あるいは、構成数量を変更して頂いて構わない。 

■単価は、積算基準書に記載のある標準単価を使用する為、ご
注意ください。 
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積算の試行 「見積活用方式」について 

イメージ 

■歩掛採用結果については、以下のような資料にて競争参加者へお知らせ致します。 
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積算の試行 「見積活用方式」について 
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積算の試行 「見積活用方式」について「同時提出型」 

　

※見積活用方式の場合

※見積活用方式の場合

一般競争入札方式（同時提出型）の手続きについて

【電子入札システムの流れ】

【ダウンロードシステムにより公表】

発注者 競争参加者

調達案件情報 登録 調達案件情報 検索／参照

競争参加資格確認申請書 提出
添付書類競争参加資格確認申請

受領

競争参加資格確認申請書受付票 発行
競争参加資格確認申請書

受付票 受領

落札者決定通知書 受領

入札書 受領

入札書 提出

技術資料、技術提案書

内訳書の同時提出

技術資料

内訳書

入札書受付票 発行 入札書受付票 受領

開 札

落札者決定通知書 発行

競争参加資格確認通知書 発行 競争参加資格確認通知書 受領

※見積書

入札締切通知書 発行 入札締切通知書 受領

※工事歩掛の公表

見積書提出 ・・・ 公告から10日以上 

見積書依頼 ・・・ 公告資料と同時 

採用歩掛の公表 ・・・ 見積書提出から 
               7日以内 
入札書提出期限 ・・・ 採用（工事）歩掛 
               公表から6日後 

上記日数には、土曜・日曜及び祝日を含めない。 

競争参加確認申請書＋見積書の同時提出 

技術資料等＋入札書の同時提出 

＜見積書依頼への質問＞※１ 
 ・他の質問とは別に、見積書提出期限までの間で質問

回答期間を設けます。 

※１ 
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質問書の回答期限日 
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